
手続きの流れ■２戸以上の戸建住宅又は共同住宅の建築行為の場合（市街化区域で区域が 500 ㎡未満の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発者 
柏原市 

都市開発課 

事前協議申請 事前協議申請受付 

（関係各課へ展開） 

事前協議意見 

（各課意見まとめ） 事前協議意見書受理 

事前協議回答書提出 事前協議回答書受付 

（関係各課へ展開） 

（各課問題有無の確認） 覚書締結 

建築確認申請 



手続きの流れ■開発許可に該当しない建築行為の場合（市街化区域で区域が 500 ㎡以上の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

開発者 
柏原市 

都市開発課 

事前協議申請 事前協議申請受付 

（関係各課へ展開） 

事前協議意見 

（各課意見まとめ） 事前協議意見書受理 

事前協議回答書提出 事前協議回答書受付 

（関係各課へ展開） 

（各課問題有無の確認） 覚書締結 

建築確認申請 

事前相談申請 事前相談申請受付 

事前相談回答 事前相談回答書受理 

開発不要証明申請 

施行規則第 60 条証明 

開発不要証明申請受付 

審査／証明書交付 開発不要証明受理 



手続きの流れ■開発許可必要な場合（市街化区域で区域が 500 ㎡以上の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

開発者 
柏原市 

都市開発課 

事前協議申請 事前協議申請受付 

（関係各課へ展開） 

事前協議意見 

（各課意見まとめ） 
事前協議意見書受理 

事前協議回答書提出 事前協議回答書受付 

（関係各課へ展開） 

（各課問題有無の確認） 覚書締結 

検査済証受理 

事前相談申請 事前相談申請受付 

事前相談回答 事前相談回答書受理 

柏原市 

32 条協議担当課 

32 条協議申請 

（公共施設管理者同意協議） 

32 条協議申請受付 

公共施設管理者同意 32 条協議同意受理 

29 条開発許可申請 29 条開発許可申請受付 

29 条許可 工事着手 

工事完了 

工事完了届提出 

公共施設の移管手続き所有権譲渡申請 

開発指導要綱に基づく工事完了届提出 

工事完了届受付 

完了検査 

所有権譲渡申請受付 

工事完了届受付 

建築確認申請 
検査済証交付 

工事確認報告書 



手続きの流れ■盛土規制法規制区域における造成工事の許可必要な場合 

 

森林区域の内外、市街化調整区域、市街化区域の別により申請窓口及び、申請手続きの流れが異なります。 

詳細につきましては下記 URL ページにてご確認ください。（大阪府の HP が開きます） 

 

【盛土規制法の許可等に係る手続きの流れ】 

https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa2/morido/moridokyoka-tetuduki.html 



手続きの流れ■道路位置指定の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏原市 

都市開発課 

事前協議申請 事前協議申請受付 

（関係各課へ展開） 

事前協議意見 

（各課意見まとめ） 

事前協議意見書受理 

事前協議回答書(市)提出 
事前協議回答書受付 

（関係各課へ展開） 

（各課問題有無の確認） 覚書締結 

開発者 

42 条指定申請（市経由） 

＊公共施設の移管手続き 

所有権譲渡申請 

＊開発指導要綱に基づく

工事完了届提出 

完了検査 

指定通知受理 

柏原市 

関係各課 

大阪府 

審査指導課 

事前協議申請(府)提出 大阪府事前協議 

工事着手/工事完了 

経由受付 

所有権譲渡申請受付 

工事完了届受付 

42 条指定申請返却 42 条指定申請（経由後） 

受理 

42 条指定申請 42 条指定申請 

建築確認申請 

審査等 

審査等 


